
第３２回木津川市都市計画審議会

【議案第７１号】
相楽都市計画 地区計画の変更について
（相楽リサーチパーク地区計画）

令和６年７月２４日

木津川市建設部都市計画課

資料１



（１）相楽都市計画地区計画の変更について
【相楽リサーチパーク地区計画】
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１ 地区計画とは

それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事

項を定める「地区レベルの都市計画」で、策定主体は市町村です。

地区計画は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」と、建築物の建て方

のルール等を具体的に定める「地区整備計画」で構成され、街並み等その地区独自

のまちづくりのルールをきめ細かく定めていきます。

【参考 本市の地区計画 全１８地区】
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①木津川台地区計画
②木津南地区計画
③木津中央地区計画
④相楽リサーチパーク地区計画
⑤木津駅前地区計画
⑥木津庁舎周辺地区計画
⑦高の原地区計画
⑧加茂駅周辺地区計画
⑨綺田淀村地区計画

⑩上狛的場地区計画
⑪北河原堂ノ上・椿井安ノ平地区計画
⑫上狛東林・椿井上野地区計画
⑬平尾開キ・山森地区計画
⑭綺田北部地区計画
⑮平尾西方儀・北河原乾川原地区計画
⑯国道沿道地区計画
⑰棚倉駅西地区計画
⑱当尾の郷会館地区計画
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位置図

地区計画変更箇所
（相楽リサーチパーク地区計画）
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他の主な都市計画の指定状況

○文化学術研究ゾーン（Ａ）
用 途 地 域：準工業地域
高 度 地 区：第６種高度地区（最高高さ制限３１ｍ）

※地区計画により第３種高度地区（最高高さ制限１５ｍ等）
並みに上乗せ規制

特別用途地区：相楽リサーチパーク研究開発地区
関西文化学術研究都市に相応しい施設の集積のため、
建築用途を上乗せ規制
（例：カラオケボックス、劇場、キャバレー等）

○文化学術研究ゾーン（Ｂ）
用 途 地 域：第一種住居地域
高 度 地 区：第３種高度地区（最高高さ制限１５ｍ等）
特別用途地区：指定なし

○文化学術研究ゾーン（Ｃ）
用 途 地 域：第一種住居地域
高 度 地 区：第３種高度地区（最高高さ制限１５ｍ等）
特別用途地区：指定なし
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２ 都市計画変更理由

① 旧木津学校給食センター跡地の利活用の推進

新たに地区計画で文化学術研究ゾーン（Ｂ）に指定予定の箇所については、令和元年度まで木津学校給食セ
ンターとして活用されており、令和４年度に建物が解体されました。今後、当該地を企業用地として活用するに当
たり、周辺環境と調和した良好な街区の形成のため、地区計画の対象区域に加えるものです。

② 地区に相応しい景観の形成

令和４年４月に、関西文化学術研究都市（京都府域）の建設に関する計画において、「住宅地ゾーン」であった
当該地が、主として文化学術研究施設の集積等を図るゾーンとして「文化学術研究ゾーン」に指定されました。
これまで本ゾーンについては、学研都市に相応しい企業の集積を勘案し、周辺地域と調和のとれた環境を形

成・保全するため、建築物の壁面の位置の制限や、屋外広告物に関する制限等を地区計画により規定しており、
当該地についても新たに対象区域に加えるものです。

関西文化学術研究都市（京都府域）の建設に関する計画 抜粋



（２）今後のスケジュール予定について
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実施時期 内 容 備 考

５月２８日～６月１１日 原案の公告・縦覧
意見書提出期間：５月２８日～６月１８日
縦覧者：なし
意見書提出者：なし

５月３１日 原案の説明会 参加者：なし

６月２５日～７月９日 案の公告・縦覧
意見書提出期間：６月２５日～７月９日
縦覧者：なし
意見書提出者：１名

６月２８日 案の説明会 参加者：２名

７月２４日
（予備日：７月３０日）

都市計画審議会
市役所５階全員協議会室 午前１０時～
傍聴可能

９月議会定例会
「木津川市地区計画区域内に
おける建築物の制限に関する
条例」の改正議案上程

都市計画変更と併せて条例改正

９月下旬 告示予定
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説明終了

ありがとうございました

木津川市マスコットキャラクター いづみ姫


